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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種の半導体製品の特性試験に関する情報を管理する試験情報管理装置であって、
　前記特性試験の効率化のための複数の効率化対策が記録される効率化対策記録部と、
　前記複数種の半導体製品のそれぞれに対して既に検討された効率化対策が記録される製
品情報記録部と、
　前記複数種の半導体製品の特性試験に使用する複数種の治具の在庫数が記録される治具
在庫記録部とを有するとともに、
　前記既に検討された効率化対策の記録を参照して、前記複数種の半導体製品から選ばれ
た少なくとも一つの第１製品に対して、前記複数の効率化対策の中から検討対象とすべき
効率化対策を選択する効率化対策選択部と、
　前記効率化対策選択部が選択した、前記第１製品に対しての効率化対策が、複数の製品
の同時測定化を含むときに、前記治具在庫記録部の記録を参照して、該第１製品の特性試
験に使用する治具の在庫を評価する治具在庫評価部とをさらに有することを特徴とする試
験情報管理装置。
【請求項２】
　前記複数種の半導体製品のそれぞれと、前記複数種の治具との対応が記録された治具対
応記録部と、
　前記複数種の半導体製品の特性試験の予定を取得する試験予定取得部をさらに有し、
　前記治具在庫評価部がさらに、前記治具対応記録部の情報を参照して、前記複数種の半
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導体製品から、前記第１製品の特性試験に使用する治具を共通に使用する少なくとも一つ
の共用製品を抽出し、前記試験予定取得部が取得した特性試験の予定の中から、該共用製
品の特性試験の予定を参照して、前記共通に使用する治具の使用予定を作成することを特
徴とする請求項１記載の試験情報管理装置。
【請求項３】
　前記製品情報記録部は、前記複数種の半導体製品それぞれの単位個数あたりの試験時間
がさらに記録されるものであり、
　前記特性試験の予定が少なくとも前記共用製品の所定期間内の試験予定個数を含むもの
であり、
　前記治具在庫評価部がさらに、前記単位個数あたりの試験時間と、前記所定期間内の試
験予定個数から算出した、前記共用製品の総試験時間から、前記第１製品の特性試験に使
用する治具の前記所定期間内の総使用時間を算出することを特徴とする請求項２記載の試
験情報管理装置。
【請求項４】
　前記製品情報記録部は、前記複数種の半導体製品それぞれの単位個数あたりの試験時間
がさらに記録されるものであり、
　前記複数種の半導体製品それぞれの特性試験の、所定期間の試験予定個数を含む予定を
取得する試験予定取得部と、
　前記単位個数あたりの試験時間と、前記所定期間内の試験予定個数から、算出した総試
験時間を参照して、前記複数種の半導体製品の少なくとも一つを、前記第１製品として選
択する対象製品選択部をさらに有することを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１
項記載の試験情報管理装置。
【請求項５】
　複数種の半導体製品の特性試験に関する情報を管理する試験情報管理装置であって、
　前記複数種の半導体製品のそれぞれと、該複数種の半導体製品の特性試験に使用する複
数種の治具との対応が記録される治具対応記録部と、
　前記複数種の半導体製品の特性試験の予定を取得する試験予定取得部と、
　前記治具対応記録部の記録を参照して、前記複数種の半導体製品の中から選ばれた第１
製品と前記治具を共用する少なくとも一つの共用製品を抽出するとともに、前記試験予定
取得部が取得した特性試験の予定の中から、前記共用製品の特性試験の予定を参照して、
前記共用する治具の使用予定を作成する治具在庫評価部を有することを特徴とする試験情
報管理装置。
【請求項６】
　第１および第２のテストハウスを含む複数のテストハウスで特性試験を行う複数種の半
導体製品に関する情報を管理する試験情報管理装置であって、
　前記複数種の半導体製品それぞれの特性試験を行うテストハウスが該半導体製品に対応
付けられて記録される製品情報記録部と、
　前記複数種の半導体製品それぞれの特性試験に使用する少なくとも一つの治具の各テス
トハウスごとの在庫数が該テストハウスに対応付けられて記録される治具在庫記録部と、
　前記複数種の半導体製品のそれぞれと、該複数種の半導体製品の特性試験に使用する複
数種の治具との対応が記録された治具対応記録部と、
　前記製品情報記録部の記録を参照して、前記複数種の半導体製品から前記第２のテスト
ハウスで特性試験が行われる製品を除いた製品の中から少なくとも一つの第１製品を指定
し、前記治具在庫記録部の記録と治具対応記録部の記録とを参照して、該第１製品の特性
試験に使用する治具と同じ治具の、該第２のテストハウスでの在庫数を求める治具在庫評
価部を有することを特徴とする試験情報管理装置。
【請求項７】
　前記複数種の半導体製品の特性試験の予定を取得する特性試験予定取得部をさらに有し
、
　前記治具在庫評価部がさらに、前記治具対応記録部の記録を参照して、前記第１製品の



(3) JP 4452002 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

特性試験に使用する治具と同じ治具を使用して前記第２のテストハウスで特性試験を行う
少なくとも一つの共用製品を抽出するとともに、該抽出された共用製品の所定期間内の前
記特性試験の予定を参照して、該同じ治具の前記第２のテストハウスでの使用予定を作成
することを特徴とする請求項６記載の試験情報管理装置。
【請求項８】
　前記製品情報記録部はさらに、前記複数種の半導体製品それぞれの単位個数あたりの試
験時間が記録されるものであり、
　前記特性試験の予定が少なくとも前記共用製品の前記所定期間内の試験予定個数を含む
ものであり、
　前記治具在庫評価部がさらに、前記単位個数あたりの試験時間と、前記所定期間内の試
験予定個数から算出した、前記共用製品の総試験時間から、該同じ治具の、前記第２のテ
ストハウスでの前記所定期間内の総使用時間を算出することを特徴とする請求項７記載の
試験情報管理装置。
【請求項９】
　前記複数のテストハウスそれぞれは、テスタを所有するものであって、該複数のテスト
ハウスには、前記第１および第２のテストハウスを含めて３つ以上のテストハウスが含ま
れており、
　前記製品情報記録部はさらに、前記複数種の半導体製品それぞれの仕様が記録されるも
のであり、
　前記複数のテストハウスそれぞれが所有するテスタの仕様が記録されるテストハウス情
報記録部と、
　前記製品情報記録部に記録された前記第１製品の仕様と、前記テストハウス情報記録部
に記録された前記テスタの仕様とを比較して、前記複数のテストハウスのなかで前記第１
のテストハウスを除いた他の複数のテストハウスの中から、前記第１製品の特性試験を行
えるテストハウスを選択するテストハウス選択部とをさらに有することを特徴とする請求
項６から８のうちいずれか１項記載の試験情報管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数種の半導体製品の特性試験に関する情報を管理する試験情報管理装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、半導体製品の製造工場においては、ウェーハ状態で行われるプローブ試験と、
ウェーハをダイシングして組み立てた後に行われる最終試験とが行われている。これら両
試験ではともに、テスタを用い、テスタのテストプログラムの内容に応じた試験が実施さ
れる。プローブ試験に合格したウェーハは組立工場に出荷されたり、自工場の中で次工程
である組み立て工程に送られる。最終試験に合格した半導体製品は、出荷検査を経て完成
品として出荷される。
【０００３】
これら、プローブ試験や最終試験は、いずれも、半導体製品の特性試験と言われる。半導
体製品は１品種毎にこの特性試験の内容や、そのために使用する治具が異なる。このため
、多品種の試験を行う場合には、それぞれのテストプログラムの作成や治具の手配といっ
た多大な準備が必要となる。
【０００４】
ところで、顧客が指定した納期までに指定された個数の製品を出荷することは、生産者に
とって最優先の重要な課題であり、そのために製造者は、自らが保有する試験設備の能力
をもとに試験の実施計画を立て、試験能力が不足していないかを予め確認する。試験設備
の能力が不足しているときには、例えば、複数個の製品を同時に試験することができない
か等の試験の効率化の検討を行ったり、試験能力の増強として、テスタを新たに購入した
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り、あるいは外部のテストハウスに試験を外注したりすることを検討する。これらの試験
の効率化や試験能力の増強の検討には、各製品の情報や、実施を予定している試験に関す
る情報や、過去の検討結果等、様々な情報が必要になる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来では、これらの情報は、これらの検討の際に利用しやすいように管理
されていなかった。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑み、試験の効率化や試験能力の増強の検討の際に必要な情報を、
検討を行う者が利用しやすいように管理することで、その者が行う検討を支援することが
できる試験情報管理装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の第１の試験情報管理装置は、複数種の半導体製品の特性試験
に関する情報を管理する試験情報管理装置であって、
上記特性試験の効率化のための複数の効率化対策が記録される効率化対策記録部と、
上記複数種の半導体製品のそれぞれに対して既に検討された効率化対策が記録される製品
情報記録部とを有するとともに、
上記既に検討された効率化対策の記録を参照して、上記複数種の半導体製品から選ばれた
少なくとも一つの第１製品に対して、上記複数の効率化対策の中から検討対象とすべき効
率化対策を選択する効率化対策選択部を有することを特徴とする。
【０００８】
本発明の第１の試験情報管理装置は、上記のような製品情報記録部に既に検討された効率
化対策の記録という検討履歴の情報が管理されており、効率化対策選択部が、その検討履
歴の情報を参照して検討対象とすべき効率化対策を選択するものであることから、検討を
行う者を支援することができる。
【０００９】
特に、上記効率化対策記録部は、上記複数の効率化対策のそれぞれの適用基準がさらに記
録されるものであり、
上記製品情報記録部は、上記複数種の半導体製品それぞれの仕様が記録されるものであり
、
上記効率化対策選択部は、上記適用基準と上記仕様とを参照して、上記第１製品に適用可
能な効率化対策を選択する態様であることが好ましい。
【００１０】
また、本発明の第１の試験情報管理装置において、上記複数種の半導体製品の特性試験に
使用する複数種の治具の在庫数が記録される治具在庫記録部と、
上記効率化対策選択部が選択した、上記第１製品に対しての効率化対策が、複数の製品の
同時測定化を含むときに、上記治具在庫記録部の記録を参照して、その第１製品の特性試
験に使用する治具の在庫を評価する治具在庫評価部をさらに有することも好ましい態様の
一つである。
【００１１】
このような態様では、治具の在庫数という情報がさらに管理されており、治具在庫評価部
が、治具の在庫を評価するため、検討を行う者のより詳細な検討を支援することができる
。
【００１２】
また、本発明の第１の試験情報管理装置において、上記複数種の半導体製品のそれぞれと
、複数種の治具との対応が記録された治具対応記録部と、
上記複数種の半導体製品の特性試験の予定を取得する試験予定取得部をさらに有し、
上記治具在庫評価部がさらに、上記治具対応記録部の情報を参照して、上記複数種の半導
体製品から、上記第１製品の特性試験に使用する治具を共通に使用する少なくとも一つの
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共用製品を抽出し、上記試験予定取得部が取得した特性試験の予定の中から、その共用製
品の特性試験の予定を参照して、共通に使用する治具の使用予定を作成する態様であるこ
とがより好ましい。
【００１３】
このような態様では、特性試験の予定という情報がさらに利用されており、治具在庫評価
部が、治具を共通に使用する製品を抽出して、共通に使用する治具の使用予定を作成する
ため、検討を行う者をさらに支援することができる。
【００１４】
またさらに、本発明の第１の試験情報管理装置において、上記製品情報記録部は、上記複
数種の半導体製品それぞれの単位個数あたりの試験時間がさらに記録されるものであり、
上記特性試験の予定が少なくとも前記共用製品の所定期間内の試験予定個数を含むもので
あり、
上記治具在庫評価部がさらに、上記単位個数あたりの試験時間と、上記所定期間内の試験
予定個数から算出した、上記共用製品の総試験時間から、上記第１製品の特性試験に使用
する治具の上記所定期間内の総使用時間を算出する態様もより好ましい態様である。
【００１５】
この態様では、単位個数あたりの試験時間という情報が管理されるとともに、それぞれの
製品の所定期間内の試験予定個数という情報が利用されており、治具在庫評価部が、それ
らから上記総試験時間を算出して、治具の総使用時間を算出するため、検討を行う者をさ
らに支援することができる。
【００１６】
また、本発明の第１の試験情報管理装置において、上記製品情報記録部は、上記複数種の
半導体製品それぞれの単位個数あたりの試験時間がさらに記録されるものであり、
上記複数種の半導体製品それぞれの特性試験の、所定期間の試験予定個数を含む予定を取
得する試験予定取得部と、
上記単位個数あたりの試験時間と、上記所定期間内の試験予定個数から、算出した総試験
時間を参照して、上記複数種の半導体製品の少なくとも一つを、上記第１製品として選択
する対象製品選択部をさらに有する態様も好ましい。
【００１７】
このような態様では、単位個数あたりの試験時間という情報が管理されるとともに、それ
ぞれの製品の所定期間内の試験予定個数という情報が利用されており、効率化対策を行う
べき製品が適切に選択され、検討を行う者をさらに支援することができる。
【００１８】
上記目的を達成する本発明の第２の試験情報管理装置は、複数種の半導体製品の特性試験
に関する情報を管理する試験情報管理装置であって、
上記複数種の半導体製品のそれぞれと、その複数種の半導体製品の特性試験に使用する複
数種の治具との対応が記録される治具対応記録部と、
上記治具のそれぞれの在庫数が記録される治具在庫記録部と、
上記複数種の半導体製品の特性試験の予定を取得する試験予定取得部と、
上記治具対応記録部の記録を参照して、上記複数種の半導体製品の中から選ばれた第１製
品と、上記治具を共用する少なくとも一つの共用製品を抽出するとともに、上記試験予定
取得部が取得した特性試験の予定の中から、上記共用製品の特性試験の予定を参照して、
前記共用する治具の使用予定を作成する治具在庫評価部を有することを特徴とする。
【００１９】
本発明の第２の試験情報管理装置では、複数種の半導体製品と複数種の治具との対応関係
という情報と、治具の在庫数という情報とが管理されるとともに、特性試験の予定という
情報が利用されており、上記のような治具在庫評価部を備えるため、共通に使用する治具
の使用予定が作成されて、検討を行う者を支援することができる。
【００２０】
上記目的を達成する本発明の第３の試験情報管理装置は、第１および第２のテストハウス
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を含む複数のテストハウスで特性試験を行う複数種の半導体製品に関する情報を管理する
試験情報管理装置であって、
上記複数種の半導体製品それぞれの特性試験を行うテストハウスがその半導体製品に対応
付けられて記録される製品情報記録部と、
上記複数種の半導体製品それぞれの特性試験に使用する少なくとも一つの治具の各テスト
ハウスごとの在庫数がそのテストハウスに対応付けられて記録される治具在庫記録部と、
上記複数種の半導体製品のそれぞれと、その複数種の半導体製品の特性試験に使用する複
数種の治具との対応が記録された治具対応記録部と、
上記製品情報記録部の記録を参照して、上記複数種の半導体製品から上記第２のテストハ
ウスで特性試験が行われる製品を除いた製品の中から少なくとも一つの第１製品を指定し
、上記治具在庫記録部の記録と治具対応記録部の記録とを参照して、その第１製品の特性
試験に使用する治具と同じ治具の、その第２のテストハウスでの在庫数を求める治具在庫
評価部を有することを特徴とする。
【００２１】
本発明の第３の試験情報管理装置では、特性試験に使用するテストハウスを識別する情報
が半導体製品に対応付けられて管理されているとともに、治具の、テストハウスごとの在
庫数もテストハウスに対応付けられて管理されている。また、上記複数種の半導体製品と
上記治具との対応関係という情報も管理されており、治具在庫評価部が、これらの情報を
参照することで、対象製品の特性試験に使用する治具と同じ治具の、上記第２のテストハ
ウスでの在庫数を求めるため、検討を行う者を支援することができる。
【００２２】
特に、上記第１のテストハウスが、上記試験情報管理装置を保有する会社内のテストハウ
スであり、上記第２のテストハウスが社外のテストハウスであってもよい。
【００２３】
また、本発明の第３の試験情報管理装置において、上記複数種の半導体製品の特性試験の
予定を取得する試験予定取得部をさらに有し、
上記治具在庫評価部がさらに、上記治具対応記録部の記録を参照して、上記第１製品の特
性試験に使用する治具と同じ治具を使用して前記第２のテストハウスで特性試験を行う少
なくとも一つの共用製品を抽出するとともに、その抽出された共用製品の所定期間内の前
記特性試験の予定を参照して、その同じ治具の上記第２のテストハウスでの使用予定を作
成する態様であることが好ましい。
【００２４】
この態様では、特性試験の予定という情報がさらに利用されており、治具在庫評価部が、
同じ治具の第２のテストハウスでの使用予定を作成するため、検討を行う者をさらに支援
することができる。
【００２５】
また、本発明の第３の試験情報管理装置において、上記製品情報記録部はさらに、上記複
数種の半導体製品それぞれの単位個数あたりの試験時間が記録されるものであり、
上記特性試験の予定が少なくとも前記共用製品の前記所定期間内の試験予定個数を含むも
のであり、
上記治具在庫評価部がさらに、上記単位個数あたりの試験時間と、上記所定期間内の試験
予定個数から算出した前記共用製品の総試験時間から、その同じ治具の、上記第２のテス
トハウスでの上記所定期間内の総使用時間を算出する態様であることも好ましい。
【００２６】
このような態様では、単位個数あたりの試験時間という情報が管理されるとともに、それ
ぞれの製品の試験予定個数という情報が利用されており、治具在庫評価部が、総試験時間
を算出して、同じ治具の第２のテストハウスでの所定期間内の総使用時間を算出するため
、検討を行う者をさらに支援することができる。
【００２７】
また、本発明の第３の試験情報管理装置において、上記複数のテストハウスそれぞれは、
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テスタを所有するものであって、その複数のテストハウスには、上記第１および第２のテ
ストハウスを含めて３つ以上のテストハウスが含まれており、
上記製品情報記録部はさらに、上記複数種の半導体製品それぞれの仕様が記録されるもの
であり、
上記複数のテストハウスそれぞれが所有するテスタの仕様が記録されるテストハウス情報
記録部と、
上記製品情報記録部に記録された上記第１製品の仕様と、上記テストハウス情報記録部に
記録された上記テスタの仕様とを比較して、上記複数のテストハウスのなかで上記第１の
テストハウスを除いた他の複数のテストハウスの中から、上記第１製品の特性試験を行え
るテストハウスを選択するテストハウス選択部とを有する態様であることも好ましい。
【００２８】
この態様では、半導体製品の仕様とテスタの仕様という２つの情報がさらに管理されてお
り、このようなテストハウス選択部によって、対象製品の特性試験を行える第１のテスト
ハウス以外のテストハウスが選択されるため、検討を行う者をさらに支援することができ
る。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の試験情報管理装置に関する一実施形態について説明する。
【００３０】
まず、本実施形態の試験情報管理装置は、大きく分けて２つの機能を有する。その一つの
機能は、効率化検討支援機能である。
【００３１】
多品種の半導体集積回路製品の生産において、その多品種の製品それぞれのために、プロ
ーブ試験および最終試験のための特性試験用プログラムを、サンプル品出荷までに用意す
ることが必要である。特性試験用プログラムは、単に、必要な特性を満たすかどうかの試
験が行えるだけではなく、短時間に試験が行えるものであることが好ましい。そのために
は、様々な効率化対策を行う必要がある。しかし、製品の開発は厳しい期限制限の中で行
われるのが普通であり、サンプル品出荷段階において既に、このような効率化対策を全て
行ったプログラムを用意することは困難である。従って、サンプル品出荷時に準備される
特性試験プログラムは、十分な効率化対策が行われていない段階のものである場合が多い
。量産を開始する段階においても十分な効率化対策を行うことは困難である場合が多い。
このようなプログラムに対しては、様々な効率化対策を経常的に実施し、試験時間を短縮
することが、試験コストを抑制するために必要である。
【００３２】
しかし、多品種の製品の全てに対してこのような効率化対策を実施することは不可能に近
く、必要性が高い品種を選択して優先的に効率化対策を実施することが現実的である。従
来、効率化対策を実施すべき対象製品を自動的に選択する手段が無く、また、担当者によ
る適切な選択を支援するための、総合的な情報を作成し、通知する仕組みもなかった。こ
のため、それぞれの担当者が、製品の生産予定数量等の断片的な情報を参照しながら選択
を行っていた。
【００３３】
また、効率化対策として様々なものが考えられるが、対象製品の仕様によって適用可能な
ものは異なる。従って、対象製品の仕様に応じて適切なものを選択して実施する必要があ
る。このため、実際の対策を検討する以前に、個々の製品の仕様を担当者が確認し、適切
な効率化対策を選択することが必要になる。また、ある製品に対して過去にどのような効
率化対策を行ったかの記録が見やすい形でドキュメント化されていない場合もあり、ある
対策が既に実施済みであることを認識せずに、同じ効率化対策を再び行おうとする場合も
あった。特に、実際に実施した対策についてはドキュメント化されているとしても、検討
はしたが、実施しないと決定したような対策についてはドキュメント化されていない場合
が多く、それを知らずに再び検討することになる可能性もあった。
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【００３４】
そこで、本実施形態の試験情報管理装置は、担当者に、効率化対策実施のために必要な総
合的な情報を提供し、経常的な試験効率化対策の実施を支援する、効率化検討支援機能を
有する。
【００３５】
また、本実施形態の試験情報管理装置が有するもう一つの機能は、外注化検討支援機能で
ある。
【００３６】
多品種の半導体集積回路製品の生産において、試験設備の負担を抑制するために、社内の
試験設備の能力を上回る部分の製品の試験を外部のテストハウスに外注することが好まし
い。同時に、外注試験費の増大を抑制するために、外注化を行う以前に、もしくは少なく
とも外注化を行う時に、十分な効率化対策を行うことが好ましい。しかし、次々と開発さ
れる多品種の製品の全てについて効率化対策の進捗状況を把握し、外注化を行うべき製品
を適切に決定（選択）することは困難であった。
【００３７】
また、複数の外部テストハウスを利用している場合、多品種の製品それぞれの試験を、複
数の外部テストハウスのうちのどのテストハウスに外注するかを決定することも容易では
なかった。
【００３８】
さらに、外注化を行うためには、外注先のテストハウスが特性試験に使用する治具を在庫
していることが前提である。在庫していなければ、購入する（依頼元で購入して貸与する
、もしくは、テストハウスに購入を依頼し、購入費用を負担する）ことが必要である。治
具の購入のためには、費用も時間も必要であり、購入費用に見合うメリットが得られない
場合に、外注化を実施することは好ましくない。従って、外注化を実施するか否かの判断
のためには治具の在庫を正確に評価することが必須である。しかも、治具の在庫があった
としても、そのテストハウスでの治具の使用時間によっては、在庫個数が不足しており、
さらに追加して購入することが必要になる場合もある。従って、単に治具の在庫の有無も
しくは個数のみではなく、その治具の使用状況を含めた、治具在庫の評価を行うことが必
要である。仮に、このような評価が可能な情報を含んだドキュメントが作成されていると
しても、担当者が、それらをもとに、総合的な評価を行うことは容易ではなかった。
【００３９】
そこで、本実施形態の試験情報管理装置は、外注化検討における上述の種々の問題を解決
する、外注化検討支援機能を有する。
【００４０】
まず、本実施形態の試験情報管理装置の特徴的な機能について、図１から図３を用いて説
明する。
【００４１】
図１は、本発明の試験情報管理装置に関する一実施形態であるパーソナルコンピュータの
外観斜視図であり、図２は、そのパーソナルコンピュータのハードウェア構成図であり、
図３は、そのパーソナルコンピュータの機能ブロック図である。
【００４２】
図１に示す、試験情報管理装置に関する一実施形態であるパーソナルコンピュータ１０は
、外観構成上、本体装置１１、その本体装置１１からの指示に応じて表示画面１２ａ上に
画像を表示する画像表示装置１２、本体装置１１に、キー操作に応じた各種の情報を入力
するキーボード１３、および、表示画面１２ａ上の任意の位置を指定することにより、そ
の位置に表示された、例えばアイコン等に応じた指示を入力するマウス１４を備えており
、この図１では不図示の試験予定管理装置としてのパーソナルコンピュータに通信回線２
０を介して接続されている。
【００４３】
　本体装置１１の内部には、図２に示すように、各種プログラムやデータ等が保存された
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ハードディスク装置１１１、各種プログラムを実行するＣＰＵ１１２、ハードディスク装
置１１１に格納されたプログラムが読み出されＣＰＵ１１２での実行のために展開される
主メモリ１１３、および外部から送信されてくるデータを受け取り、あるいは外部にデー
タを送り出すための通信用ボード１１４が内蔵されており、これらの各種要素と、さらに
図１にも示す画像表示装置１２、キーボード１３、マウス１４は、バス１５を介して相互
に接続されている。本実施形態においては、ハードディスク装置１１１に、効率化検討対
象製品選択プログラムと、外注化検討対象製品選択プログラムとが保存されている。
【００４４】
また、このパーソナルコンピュータ１０は、図３に示すように、製品情報記録部３１、効
率化対策記録部３２、治具在庫記録部３３、治具対応記録部３４、テストハウス情報記録
部３５、試験予定記録部３６、効率化対策選択部４１、治具在庫評価部４２、総試験時間
算出部４３、対象製品選択部４４、テストハウス選択部４５、試験時間推定部４８、試験
予定取得部５０、通知部６０、および情報登録部７０を有する。
【００４５】
製品情報記録部３１には、各製品ごとに、担当者名、顧客の名称および所在地（特定顧客
向け製品の場合）および生産者（社内の生産工場、もしくは委託生産地）の名称および所
在地、製品の仕様（特に、電源数、ピン数、ゲート数、動作周波数、電源電圧、製造プロ
セス、ウエハ寸法、パッケージ形状、寸法等）、使用可能テストハウス（社内、もしくは
社外）およびテスタ等の情報が、各製品固有の製品番号に対応付けられてデータベースと
して記録されている。
【００４６】
「使用可能」なテストハウスおよびテスタの中には、実際に当該製品の試験が行われる実
使用テストハウスおよびテスタ（単数もしくは複数）と、実績は無いが、製品の仕様とテ
スタの仕様との比較によって使用可能であると判断できる未使用テストハウスおよびテス
タとの情報が、区別して記録されている。前者の情報としては、テスタ毎に実測された単
位個数（プローブ試験の場合はウエハ１枚、最終試験の場合は製品１個）あたりの試験時
間、テストに使用するプログラムの番号等の情報が含まれる。これらの情報は、実績がで
きる毎に更新される。一方、後者の情報は、新たな製品登録、もしくは新たなテスタ登録
や、新たなテストハウス登録の毎に更新される。すなわち、テストハウス選択部４５が、
製品情報記録部に記録された製品の仕様と、後述のテストハウス情報記録部３５に記録さ
れたテスタの仕様とを比較し、使用可能なテストハウスおよびテスタを認識し、製品情報
記録部に記録する。
【００４７】
ところで、このパーソナルコンピュータ１０は、本願出願人が特願２０００－１６３３０
６号の明細書において提案しているような電源数、ピン数等を基に試験時間の推定を行う
試験時間推定部４８を備えている。このような試験時間推定部４８が推定した、単位個数
あたりの試験時間は、新たな製品の登録時に製品情報の一つとして自動的に記録される。
さらに、試作品のテスト（社外テストハウスのテスタの場合には、相関データ取得のため
のテスト）を行った時点で実測の試験時間（実績値）を得ることができる。後述する対象
製品選択処理ルーチンにおいて、実測の試験時間とこの推定の試験時間とを比較する場合
には、推定の試験時間は実績値が得られても保存しておく。比較が不要の場合には、実績
値が得られた段階で推定の試験時間を実績値に置き換てもよく、さらに、置き換えた実績
値を、量産品での実績取得、テストプログラム修正後の実績取得等のつど修正してもよい
。
【００４８】
またさらに、この製品情報記録部３１には、効率化対策の履歴（既に検討もしくは実施し
た効率化対策）が効率化履歴として記録されている。
【００４９】
効率化対策記録部３２には、試験効率化のための複数の対策が、その適用基準（どのよう
な仕様の製品に対して適用可能であるか等の基準）とともにデータベースとして記録され
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ている。ここにいう対策とは、例えば、複数個の製品の同時測定化、複数試験ピンの同時
測定化等の試験プログラムの最適化等、様々な効率化対策のことをいう。ここで、複数個
の製品の同時測定化ができるためには、テスタの試験可能ピン数、電源数等の制限を満足
する必要がある。そのため、製品情報記録部３１の、使用可能テストハウスおよびテスタ
の情報に、同時測定を行わない場合、および行う場合の両方について、使用可能なテスト
ハウスおよびテスタが記録されている。
【００５０】
治具在庫記録部３３には、プローブカード、ＤＵＴボード、チェンジキット等の治具の仕
様、在庫数および所在地（自社内あるいは外部テストハウスの別）、等の情報が、各治具
固有の治具番号に対応づけられてデータベースとして記録されている。治具の仕様として
は、ピン数、ピン配置、配線（プローブカード、ＤＵＴボード）、対象パッケージ寸法（
チェンジキット）等の具体的な仕様値が直接記録されている。なお、別のデータベースに
記録された具体的な仕様値に対応させた治具番号が記録されるようにしてもよい。また、
複数のテストハウスで特性試験を行う場合を考慮して、この治具在庫記録部３３には、テ
ストハウス毎に在庫数が記録されている。さらに、この治具在庫記録部３３には、治具製
作のための価格および納期、等の情報がさらに記録されている。
【００５１】
治具対応記録部３４には、各製品固有の製品番号と、各治具固有の治具番号との対応関係
がデータベースとして記録されている。
【００５２】
テストハウス情報記録部３５には、対象となる自社内および外部のテストハウスそれぞれ
の、保有テスタ機種、そのテスタ機種の仕様および台数、接続可能なハンドラの台数、所
在地や、対象となる総てのテストハウスの中での優先順位や、テストハウスにおける試験
単価等の情報が、各テストハウス固有のテストハウス番号に対応づけられてデータベース
として記録されている。
【００５３】
試験予定記録部３６には、後述するように試験予定取得部５０が取得した試験予定や、や
はり後述するように総試験時間算出部４３が算出した総試験時間が、製品番号に対応づけ
られたデータベースとして記録されている。
【００５４】
これらの製品情報記録部３１、効率化対策記録部３２、治具在庫記録部３３、治具対応記
録部３４、テストハウス情報記録部３５、および試験予定記録部３６のそれぞれは、ハー
ドウエア上では図２に示すハードディスク装置１１１が相当する。
【００５５】
効率化対策選択部４１、治具在庫評価部４２、総試験時間算出部４３、対象製品選択部４
４、およびテストハウス選択部４５についての機能は、後述することにするが、これら各
部４１～４５と、試験時間推定部４８は、ハードウエア上では図２に示すＣＰＵ１１２に
相当する。
【００５６】
試験予定取得部５０は、この試験情報管理装置とは別の図３に示す試験予定管理装置９０
から、少なくとも、各製品ごとの、製品番号、納期、および納品個数等の情報を取得する
ものである。試験予定管理装置９０は、対象となる製品の前工程、組み立てのスケジュー
ルや、出荷予定日、等から、特性試験の予定を作成するものである。また、試験予定管理
装置９０は、この出荷予定日を満たすために必要な試験予定を、試験能力の制限等を考慮
せずに単純に算出して、将来の単一もしくは複数の期間毎の、各製品毎の試験予定個数を
算出するものでもある。なお、この試験予定管理装置９０は、試験能力を考慮して、実際
の試験装置の運転予定を作成する装置の一部であってもよい。
【００５７】
さらに、長期の受注計画等を参照して、長期の試験予定を算出するものであることが、特
に、外注化の検討を行うためには好ましい。外注化検討の支援のためにはまた、試験予定
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管理装置は、社内のみではなく社外のテストハウスで行う特性試験の予定も管理するもの
であることが好ましい。社内のテストハウスでの試験予定の作成および管理を行う装置と
、社外のテストハウスでの試験予定の作成および管理を行う装置とを、別個に設けること
も可能である。
【００５８】
また、通知部６０は、効率化対策選択部４１、治具在庫評価部４２、総試験時間算出部４
３、および対象製品選択部４４、およびテストハウス選択部４５それぞれが選択等した結
果を、適切な対象者に適切な方法で通知するものである。例えば、この試験情報管理装置
であるパーソナルコンピュータ１０に通信回線２０を介して接続されている、ディスプレ
イを有する機器のそのディスプレイに、結果を表示することで、操作者に通知することも
可能である。また、通知のための電子メールを自動発信することも可能である。なお、こ
のパーソナルコンピュータ１０では、図１に示す本体装置１１に接続する画像表示装置１
２の表示画面１２ａに結果を表示することも可能であり、さらには、このパーソナルコン
ピュータ１０に接続する不図示のプリンタに、通知対象者に配布するための文書をプリン
トアウトさせることも可能である。
【００５９】
これらの試験予定取得部５０および通知部６０それぞれは、ハードウエア上では図２に示
す通信用ボード１１４に相当する。
【００６０】
情報登録部７０は、各記録部３１～３５に記憶させる各種情報を入力するものであり、ハ
ードウエア上では図２に示すキーボード１３やマウス１４に相当する。
【００６１】
なお、以上で説明した本発明の試験情報管理装置１０の構成はあくまでも一例であり、必
要な情報および機能が得られれば、具体的な構成は図３に示したものには限られない。例
えば、図３に示した例では、製品の仕様、使用可能テストハウスおよびテスタ、試験時間
、試験時間効率化検討履歴、等のさまざまな情報を製品番号に対応づけて記録した、単一
のデータベースで製品情報記録部を構成した例を示した。しかし、これらの情報を複数の
データベースに分けて記録し、それ全体で製品情報記録部を構成することも可能である。
また、それぞれが、試験情報管理装置１０として必要な情報もしくは機能の一部を構成す
る複数のパーソナルコンピュータをネットワークを通じて結合し、全体で試験情報管理装
置を構成することも可能である。
【００６２】
続いて、図４を用いて、この試験情報管理装置であるパーソナルコンピュータ１０を用い
た効率化検討対象製品の選択について説明する。
【００６３】
図４は、本実施形態のパーソナルコンピュータを用いた効率化検討対象製品の選択の処理
ルーチンを示すフローチャートである。
【００６４】
前提として、製品情報記録部３１には、上述したような各種の情報が記録されている。
【００６５】
担当者は、準備段階の処理として以下に説明するステップＳ１＿１からステップＳ１＿７
までの処理を行う。まず、担当者は、図２に示すキーボード１３やマウス１４を用いて、
既に実施した効率化対策を製品情報記録部３１に記録する（ステップＳ１＿１）。単に、
ある対策の検討を行なったことを、その対応を実施した場合と、その対策が、対象の製品
に対しては不適切、もしくは不要であり、実施しないと判断した場合とを区別せずに記録
することも可能であるし、区別して記録することも可能である。担当者の作業スケジュー
ル等の事情により、検討を行わなかった場合、もしくは実施、不実施の判断が完了しなか
った場合には、その旨の記録を行うことも可能であるし、全く記録を行わないことも可能
である。
【００６６】
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そして、担当者は、対策が実施されたか否かを判定し（ステップＳ１＿２）、実施された
場合には、製品情報記録部３１に記録されている試験時間を、実施後の新たな試験時間に
改訂し（ステップ１＿３）、その後ステップＳ１＿４に進む。一方、対策が実施されてい
ない場合にはそのままステップＳ１＿４に進む。
【００６７】
ステップＳ１＿４では、担当者は、新たなテスタを導入したり、新たなテストハウスを採
用したか否かを判定し、導入したり、採用した場合には、ステップＳ１＿５において、テ
ストハウス情報記録部の情報を改訂するとともに、テストハウス選択部４５を利用して、
製品情報記録部３１の使用可能テストハウス／テスタの情報を改訂してからステップＳ１
＿６に進む。不採用等の場合にはそのままステップＳ１＿６に進む。
【００６８】
次に、担当者がこのパーソナルコンピュータ１０を操作することで、図３に示す試験予定
取得部５０は、試験予定管理装置９０から試験予定個数等の試験予定を図３に示す試験予
定記録部３６に読み込む（ステップＳ１＿６）。読み込む予定は、それぞれの製品毎の、
将来の一定期間の総試験予定個数のみの情報を含むものでもよいし、将来の複数の期間（
例えば各週）のそれぞれの試験予定個数の情報を含む予定でもよい。予め定められた周期
（例えば各週）で、もしくは、試験予定管理装置からの受信要求を受けて、特性試験予定
取得部が自動的に起動して、試験予定を読み込むようにしてもよい。
【００６９】
そして、図３に示す総試験時間算出部４３が、それぞれの製品毎の総試験時間を算出する
（ステップＳ１＿７）。単純には、製品情報記録部３１に記録された、単位個数（プロー
ブ試験の場合はウエハ１枚、最終試験の場合は１個）あたりの試験時間に、読み込んだ試
験予定個数を乗じて算出する。さらに、試験対象製品の交換時間等を製品情報記録部３１
に予め記憶させておき、これらの試験対象製品の交換時間等を考慮に入れてさらに正確に
算出させてもよい。
【００７０】
以上の準備段階としての処理が完了すると、ステップＳ１＿８に進む。
【００７１】
ステップＳ１＿８では、図３に示す対象製品選択部４４が、ステップＳ１＿７で算出した
総試験時間を考慮して、効率化を検討する対象製品を選択する（ステップＳ１＿８）。効
率化の検討を行う担当者の能力は限られており、全ての製品に対して効率化を検討するこ
とは困難である。従って、何らかの基準で優先的に検討を行う製品を選択させることが好
ましい。例えば、総試験時間、すなわち、試験設備に対する負担を基準に選択を行うこと
ができる。また、ステップＳ１＿３において改定した実測の試験時間が、製品の電源数、
ピン数、およびピンの種類等から図３に示す試験時間推定部４８によって算出される推定
の試験時間に比較して、所定割合以上長いものを選択させることも可能であるし、いくつ
かの観点を組み合わせて選択を行わせることも可能である。
【００７２】
ここで、図５および図６を用いて、対象製品選択部４４による製品選択の一例を説明する
。
【００７３】
図５は、図４に示すステップＳ１＿８における対象製品選択部の動作を示すフローチャー
トであり、図６は、図５に示す製品選択処理ルーチンが実行された結果を示す表である。
【００７４】
この例では、対象製品選択部４４は、製品情報記録部３１に記録されている各製品ごとの
、製品番号と、その製品番号の実測および推定の試験時間と、効率化履歴、および試験予
定取得部５０が取得した、試験予定等の情報をもとに、図５に示す製品選択処理ルーチン
を実行することで、効率化を検討する対象製品を選択する。
【００７５】
まず、ステップＳ１＿７において算出した、所定の期間の総試験時間（テスト負荷）をも
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とにステップＳ８１において、テスト負荷が高い順にソートして、上位所定数の製品を選
択する。次に、実測の試験時間を推定の試験時間で除すことで超過率を求め、その超過率
が高い上位所定数の製品を選択する（ステップＳ８２）。但し、ステップＳ８１で既に選
択した製品は除かれ、超過率が同位のものはテスト負荷が高い方が選択される。
【００７６】
図６の表では、最も左の欄に製品番号が示されており、その隣の欄には、総試験時間が示
されている（単位は時間）。この表には、図５のステップＳ８１における処理によって、
テスト負荷が高い順、すなわち総試験時間が長い順にソートされた結果が示されている。
また、総試験時間の欄の隣の欄には、図５のステップＳ８２において求められた超過率が
示されており、最も右の欄には選択結果が丸印で示されている。この図６の例では、まず
ステップＳ８１において総試験時間の上位４製品（製品番号３，６，１０，７の各製品）
が選択され、さらに、ステップＳ８２において超過率の上位３製品（製品番号９，５，８
の各製品）が選択されている。これらの選択された製品が本発明でいう第１製品である。
図６に示された例のように、ステップＳ８１では、製品３および７のように、超過率が１
よりも小さい製品も選択される。推定時間は、例えば、さまざまな製品の平均的な試験時
間を示す式を用いて算出したものであり、超過率が１より小さい、すなわち、推定試験時
間よりも実試験時間が短い場合であって、製品によっては、さらに試験時間を短縮する対
策が可能である。もちろん、超過率が１を越える製品に比較すると、大きな改善率が達成
できる可能性は低いが、総試験時間（テスト負荷）が大きな製品であれば、検討対象とす
る価値がある。一方ステップＳ８２で選択される超過率の大きな製品は、大きな改善率が
得られる可能性が高いので、総試験時間が短い製品であっても検討対象とする。ただし、
超過率がいずれも１．１である製品８と１とでは、総試験時間の長い製品８の方が選択さ
れている。
【００７７】
このようにして選択された第１製品のそれぞれに対して、図３に示す効率化対策選択部４
１が、検討の対象とする効率化対策の選択を行う（図４のステップＳ１＿９）。それぞれ
の製品の仕様によって、ある効率化対策が適用不可能な場合もあるし、また、適用可能で
あるとしても、その対策では大きな効果が期待できない場合もある。効率化対策選択部４
１は、製品情報記録部３１に記録された対象製品の仕様と、効率化対策記録部３２に記録
された適用基準とを参照して、適切な対策をそれぞれの製品毎に候補として選択する。ま
た通常は、既に検討を行った対策を再び検討する必要は無いので、製品情報記録部３１に
記録された効率化履歴を参照し、まだ検討を行っていない対策から、適切な対策を候補と
して選択する。
【００７８】
ここで、効率化対策の選択の一例を説明する。この例では、効率化対策選択部４１は、先
のステップＳ１＿８で選択された製品に関する情報として、製品情報記録部３１から、担
当者、製品の仕様、プログラム番号、効率化履歴、使用可能テストハウスおよびテスタの
情報を入手し、図３に示す試験予定取得部５０が取得した、その製品の試験予定の情報を
入手する。また、効率化対策選択部４１は、入手した使用可能テストハウスの情報をもと
に、テストハウス情報記録部３５から、使用可能テストハウスが保有するテスタの仕様、
台数、およびそのテストハウスの試験単価を得る。さらに、効率化対策選択部４１は、効
率化対策記録部３２に記録されている効率化対策と適用基準を入手する。図３に示す治具
在庫評価部４２は、治具対応記録部３４から、先のステップＳ１＿８で選択された製品（
第１製品）の特性試験に使用する治具の治具番号を入手し、入手した治具番号をもとに、
治具在庫記録部３３から、その治具番号の治具の、在庫数、所在地、納期、および価格を
得る。効率化対策としては、ファンクションテストの最適化としての冗長したピン定義を
まとめる対策や、ＤＣテストの最適化として多ピン同時測定を行う対策や、複数の製品を
同時に測定する（プローブ試験においては２つもしくはそれ以上のチップを同時にプロー
ビングして測定する、最終試験においては２個もしくはそれ以上の製品を同時に測定する
）同時測定化の対策や、テスト品質最適化の対策等がある。
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【００７９】
図７は、図４に示すステップＳ１＿９における効率化対策の選択処理ルーチンの一例を示
すフローチャートである。
【００８０】
まず、図７に示すステップＳ９１において、効率化対策選択部４１は、効率化履歴より、
冗長したピン定義をまとめる対策と多ピン同時測定を行う対策との双方が実施済みか否か
を判定する。これらの対策は、具体的な改善内容はそれぞれ異なるものの総ての製品に対
して実施することができる対策である。そのため、いずれか一方でも未実施の場合は、ス
テップＳ９２において、未実施のものを検討対象とすべき効率化対策として選択する。一
方、これらの対策を双方とも実施済みの場合には、ステップＳ９３に進む。
【００８１】
ステップＳ９３では、効率化対策選択部４１は、効率化履歴より、複数製品の同時測定化
の対策が実施済みか否かを判定し、未実施の場合には、ステップＳ９４において、同時測
定化が適用可能か否かの判定を行う。同時測定化は、確実に総試験時間の短縮が期待でき
る効率化対策である。ただし、合計のピン数や電源数がテスタの制限を越えないことが適
用基準となる。この適用基準は、効率化対策記録部３２に記録されている。この同時測定
化で考えられる態様には、１ＤＵＴ－２ＳＴＮ（２つのテスタステーションを使用して、
それぞれで１個、合計２個の製品を同時に測定），２ＤＵＴ－１ＳＴＮ（１つのテスタス
テーションで同時に２個の製品を測定），２ＤＵＴ－２ＳＴＮ（２つのテスタステーショ
ンを使用し、そのそれぞれで２個、合計４個の製品を同時に測定）の３つがある。ここで
の判定では、効率化対策選択部４１は、テストハウス選択部４５を利用することにより、
先の適用基準を用いて、製品のピン数、電源数といった製品の仕様と、使用可能テスタの
ステーション（ヘッド）数、ピン数、電源数とを比較し、上述の３つの態様（１ＤＵＴ－
２ＳＴＮ，２ＤＵＴ－１ＳＴＮ，２ＤＵＴ－２ＳＴＮ）のうちどの態様が適用可能である
か（もしくはいずれも不可能であるか）の判定を行う。ここでの可能性判定は、対象とな
るテストハウス内の使用可能なテスタの全てを対象にして行うことも可能である。使用実
績のあるテスタ、もしくは現在使用しているテスタのみを対象にして行うことも可能であ
る。あらかじめ、テストハウス選択部４５を利用して、それぞれの態様の適用基準を考慮
しながら各製品毎に、その仕様とテスタの仕様とを比較して、同時測定化が可能なテスタ
を態様毎に選択し、その結果を使用可能テスタの一つの情報として製品情報記録部３１に
記録しておくことも可能である。現在使用しているテスタでは同時測定化が不可能である
場合に、同一のテストハウス内の他のテスタから同時測定化が可能なもの抽出し、抽出で
きた場合には、そのテスタを使用することを前提に同時測定化を効率化対策として選択し
、後から述べる通知の際に、抽出したテスタをあわせて通知することも可能である。
【００８２】
ステップＳ９４における判定で、いずれの態様も適用不可能であるという判定がなされる
とステップＳ９７に進み、反対に、少なくとも１つの態様が適用可能であると判定される
とステップＳ９５に進む。同時測定化を行うためにはそのための治具を用意する必要があ
る。治具が不足している場合には購入を行う必要がある。このために費用と時間が必要で
あり、ステップＳ９４において、同時測定化が適用可能であるとの判定がなされても、無
条件に同時測定化を実施することはできない。そこで、ステップＳ９５では、治具在庫評
価部４２が、その態様を実施するにあたって必要になる治具の在庫評価を行う。ここでの
治具の在庫評価では、効率化対策記録部３２に記録されている適用基準を用いる。治具に
は、プローブ試験用として、プローブカードとパフォーマンスボードがあり、最終試験用
として、ＤＵＴボードとチェンジキットがある。効率化対策記録部３２には、この適用基
準として、これらの治具の種類毎の治具必要数が記録されている。治具在庫評価部４２は
、治具対応記録部３４の記録を参照して、対象とする第１製品の特性試験に使用する治具
（プローブカード、ＤＵＴボード、チェンジキット等のそれぞれ）を認識するとともに、
治具在庫記録部３３に記録された記録を用いて治具の在庫数を抽出する。さらに、治具の
必要数と在庫数の比較を行い、在庫数が必要数に対して足りている場合には、ステップＳ
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９２において、効率化対策選択部４１は、適用可能であると判定された態様の同時測定化
を効率化対策として選択し、不足している場合にはステップＳ９６に進む。
【００８３】
図７には、ステップＳ９５において、治具在庫評価部４２が、対象製品の測定に必要な治
具の在庫数を抽出し、必要数との比較を行い、足りているか不足しているかを判断する例
を示した。しかし、抽出した在庫数をそのまま通知し、担当者に不足の有無の判断を求め
ることも可能である。また、通常、治具は複数種の製品で共通に使用されるものである。
このため、対象としている第１製品の同時測定化がまだ行われていないとしても、他の製
品の同時測定化のために、同時測定に十分な個数の治具が既に在庫されている場合もある
。反対に、対象の第１製品のみの同時測定には十分な治具在庫数があったとしても、その
治具を共通に使用する製品（共用製品）の試験量が多く、治具の使用時間が長いと、さら
に治具を追加して購入しなければ同時測定化を行うことができない場合もある。これらの
場合を考慮すると、他の製品の特性試験のための使用を含めた治具の在庫を評価するため
に、治具自体の在庫数を評価するとともに、治具の使用予定を評価することが必要である
。
【００８４】
そこで、治具在庫評価部４２は、治具対応記録部３４の記録をさらに参照して、対象とす
る第１製品に使用する治具と同じ治具を共通に使用する共用製品を抽出する。そして、治
具在庫評価部４２は、図３に示す試験予定取得部５０を介して試験予定管理装置９０から
取得した、これら共用製品の試験予定を参照して、それらの治具の使用予定を求める。単
純には、治具在庫評価部４２は、将来の単一もしくは複数の所定期間内の共用製品の試験
予定数を、所定期間内の治具の使用予定として求める。さらに、先のステップＳ１＿７に
おいて総試験時間算出部４３が算出したそれぞれの共用製品毎の総試験時間から、治具を
共通に使用するこれらの共用製品の所定期間内の総試験時間を、所定期間内の治具の総使
用予定として求めることもできる。そして、治具在庫評価部４２が、治具の在庫数と、効
率化検討対象製品（第１製品）の同時測定化のための治具必要数と、対象製品の試験予定
もしくは総試験時間、ならびに、治具使用予定もしくは総使用時間を比較して、対象製品
の同時測定のために治具が足りているか不足しているかを判断する。在庫数、必要数、お
よび使用予定もしくは総使用時間を通知して、担当者に不足の有無の判断を求めることも
可能である。
【００８５】
なお、以上の例で求めた治具の使用予定もしくは総使用時間は、共用製品の試験を行うた
めの使用予定もしくは総使用時間であり、効率化検討の対象とする第１製品の試験のため
の予定もしくは使用時間を含まない。もちろん、対象製品を含めた試験のための使用予定
もしくは総使用時間を求めて、治具の不足の有無を判断することも可能である。
【００８６】
さらに、図３に示す試験予定管理装置９０が、実際の試験装置稼働予定を作成するもので
あれば、この試験予定管理装置９０に対象製品の同時測定化を行ったことを前提にした予
定を再作成させ、治具在庫評価部４２は、試験予定取得部５０を介して試験予定管理装置
９０からこの再作成の予定を試験予定として取得して、治具を共用する製品の試験を含め
た治具の使用予定を作成し、治具の不足の有無を検出することも可能である。
【００８７】
ステップＳ９６では、効率化対策選択部４１が、適用可能であると判定された態様の効果
検討を行う。ここでの効果検討では、効率化対策記録部３２に記録されている適用基準を
用いる。効率化対策記録部３２には、この適用基準として、上述した３つの態様ごとに試
験時間短縮係数が記録されている。この試験時間短縮係数は単純には、１ＤＵＴ－２ＳＴ
Ｎおよび２ＤＵＴ－１ＳＴＮでは１／２，２ＤＵＴ－２ＳＴＮでは１／４である。効率化
対策選択部４１は、以下の式（１）を用いて、治具を購入して同時測定を行った場合の効
果の値を求め、その値が治具購入のための費用の値を上回るか否かの判定を行う。
効果の値＝試験時間×試験時間短縮係数×試験単価×治具納期以降の試験予定個数　　　
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（１）
ただし、治具納期以降の試験予定個数は、効率化対策選択部４１が、対象製品の試験予定
と治具の納期から算出する。
【００８８】
このような判定において、効果の値が治具購入費用の値を上回る場合にはステップＳ９２
に進み、適用可能であると判定された態様の同時測定を効率化対策として選択する。一方
、効果の値が治具購入費用の値以下の場合にはステップＳ９７に進み、その態様の同時測
定を効率化対策として選択することを見送る。
【００８９】
なお、ステップＳ９４において、複数の態様が適用可能であるという判定がなされた場合
には、あらかじめ定めた優先順位に従って一つの態様に決定してもよい。それらの各態様
ごとに、ステップＳ９５やステップＳ９６の判定を行って、最も効率が高いものをステッ
プＳ９２において選択してもよい。
【００９０】
ステップＳ９７では、効率化対策選択部４１は、効率化履歴より、テスト品質最適化の対
策が実施済みか否かを判定し、未実施の場合には、ステップＳ９２において、このテスト
品質最適化の対策を検討対象とすべき効率化対策として選択する。なお、このテスト品質
最適化の対策の内容には様々なものがあり、ここでは、テスト品質最適化の対策に関する
総てをステップＳ９２において効率化対策として選択し、担当者の判断に委ねることとし
た。製品の仕様を参照しながら、効率化対策選択部４１がどれが適用可能であるかを判定
して、適用可能であるもののみをステップＳ９２において効率化対策として選択してもよ
い。一方、この対策がすでに実施済みの場合は、終了となる。
【００９１】
以上、効率化対策の選択の一例を説明した。この説明における図７に示す処理ルーチンで
は、多ピン同時測定対策と同時測定化対策といった２つの対策や、あるいは、ピン定義対
策と同時測定化対策とテスト品質最適化対策といった３つの対策等を同時に選択すること
はできないが、図４に示すステップＳ１＿９における効率化対策選択処理はこれに限られ
ることなく、このような同時選択を可能としてもよい。
【００９２】
また、ここでは、製品情報記録部３１および治具在庫記録部３３とは別に治具対応記録部
３４を設け、複数種の製品と、そのそれぞれの特性試験に使用する治具との対応関係を記
録した例を示した。しかし、試験情報管理装置のどの部分にどのような情報を記録するか
には、様々なやり方があり得る。試験情報管理装置全体として、製品と治具との対応の把
握が可能な情報が記録されていれば、どの部分にそのための情報が記録されているかは重
要ではない。製品情報記録部３１および治具在庫記録部３３のいずれか一方もしくは両方
に、製品と治具との対応関係を記録する、すなわち、製品情報記録部３１および治具在庫
記録部３３のいずれか一方もしくは両方の一部として、治具対応記録部３４を設けること
も可能である。例えば、治具在庫記録部３３に、それぞれの治具を使用する製品名を記録
することにより、製品と治具との対応関係を把握可能とするのであってもよいし、製品情
報記録部３１に、それぞれの製品の特性試験に使用する治具を記録してもよい。あるいは
、製品情報記録部３１に治具の仕様を記録し、治具在庫記録部３３に記録された治具仕様
と比較して、製品と治具との対応付けを把握可能なようにしてもよい。
【００９３】
また、上記の例では、対象製品選択部４４が総試験時間を考慮して対象製品を選択するた
めにも、治具在庫評価部４２が治具の総使用時間を求めるためにも、総試験時間算出部４
９が試験予定記録部３５に記録された試験予定および製品情報記録部３１に記録された試
験時間を利用して算出した、各製品の総試験時間を利用した。しかし、必要な情報が得ら
れるのであれば、試験情報管理装置１０のどの部分にどのような機能を持たせるかは重要
ではない。例えば、対象製品選択部４４および試験在庫評価部４２のそれぞれが総試験時
間を算出する機能を有する、すなわち、対象製品選択部４４および試験在庫評価部４２の
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それぞれの一部として、総試験時間算出部を設けることも可能である。
【００９４】
上記の例では、試験情報管理装置１０とは別個に試験予定管理装置９０を設け、試験予定
取得部５０が試験予定管理装置９０から試験予定を取得し、試験予定記録部３６に記録す
るようにした。しかし、試験情報管理装置１０の一部として試験予定管理装置９０として
の機能を設けることも可能である。この場合、試験情報管理装置１０内の試験予定作成部
が試験予定を作成し、作成した試験予定を試験予定記録部３６に記録する。そして、試験
予定取得部５０は、図４に示されたようにステップＳ１＿６でまとめて試験予定を読み込
むのではなく、ステップＳ１＿７，Ｓ１＿９等で必要になる毎に、試験予定の必要な部分
を、試験予定記録部３６から読みとって、総試験時間算出部４３，治具在庫評価部４２等
に渡す。
【００９５】
また、試験情報管理装置１０内には試験予定記録部３６を設けずに、総試験時間算出部４
３，治具在庫評価部４２等が必要とする毎に、試験予定取得部５０を介して、試験予定管
理装置９０から、試験予定の必要な部分を読みとるようにすることも可能である。
【００９６】
そして、図３に示す通知部６０が、担当者に図４のステップＳ１＿８で選択された製品（
第１製品）および図４のステップＳ１＿９で選択された検討対象とすべき効率化対策を通
知する（図４のステップＳ１＿１０）。例えば、選択した製品および効率化対策を、それ
ぞれの製品の、複数の期間内の総試験時間とともに表示した文書を作成し、担当者および
管理者に、ネットワークを通じて送信する。なお、推定試験時間や、十分に効率化対策が
行われた製品の実績に基づいて定めた計算式を用いて算出された目標試験時間、等、その
他の情報をあわせて通知することも可能である。また、治具在庫記録部３３に治具の種類
毎の標準の納期を記録しておき、合わせて通知することも可能である。
【００９７】
通知を受けた担当者は、選択された製品のそれぞれ、もしくは一部について、選択された
効率化対策のそれぞれ、もしくは一部の検討を行う（ステップＳ１＿１１）。なお、先の
ステップＳ１＿１０において、複数の期間毎の試験予定数（総テスト時間）をあわせて通
知することにより、この試験情報管理装置が選択した製品の中で、さらに、実際に検討対
象とする製品を決定する際に利用することができる。
【００９８】
こうして、検討を行い、その後再び、ステップＳ１＿１の効率化対策実施記録の入力に戻
り、効率化対策が経常的に繰り返し実施される。
【００９９】
なお、検討の結果、選択された効率化対策のいくつかを行わないと判断した場合でも、そ
れ以降、その製品に対して同一の効率化対策を考慮する必要がない場合と、将来は再び考
慮する価値がある場合との両方がある。そこで、ある対策を実施しないと判断した場合に
は、その理由（少なくとも、将来も解消する可能性のない理由であるか、将来解消する可
能性がある理由であるか、の区別）を含めて製品情報記録部３１に効率化履歴として記録
しておくことが好ましい。こうすることにより、他の製品に関するそのような記録を参照
することで、一部の理由については、その理由が解消したか、もしくは解消する可能性が
発生したことを自動的に検出し、それ以降は、再び効率化対策として通知することが可能
となる。また、将来解消する可能性がある理由で検討を行わないことを決定した場合には
、その後も効率化対策として選択を繰り返し、その都度、検討しないと決定した理由を通
知して、担当者の判断を支援することも可能である。
【０１００】
また、例えば図７のステップＳ９４，Ｓ９５，Ｓ９６のように、ある対策の適用可能性を
自動的に検討し、効率化対策として選択しないと判断した場合には、その経緯を通知し、
担当者が効率化対策実績として記録することが好ましい。もしくは、効率化対策選択部３
１に、自動的に効率化履歴を製品情報記録部３１に記録する機能を設けることも可能であ
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る。この際にも、選択しないと判断した理由を含めて記録することが好ましい。例えばス
テップＳ９５において治具が不足していると判断してある態様の選択を見送った場合でも
、将来、治具を共用する他の製品の試験数が減少し、治具不足が解消する可能性がある。
【０１０１】
以上、説明したような情報の作成（検討対象製品の選択、効率化対策の選択、治具在庫の
評価）および通知は、特性試験を社内および社外を含めた複数のテストハウスで行う場合
は、そのそれぞれのテストハウスに関して行うことが好ましい。複数のテストハウスのそ
れぞれについて情報作成および通知を行うことにより、そのそれぞれのテストハウスにお
いて独立に、かつ共通の基準で効率化を行うために役立てることができる。さらに、複数
のテストハウスの間での比較を行い、その間で試験を行う製品のやりとりを検討するため
の材料とすることもできる。なお、以上の説明では、一連の情報の作成を行った後で、ま
とめて通知を行う例を示した。しかし、例えば、作成した情報の一部のみ（例えば、概要
のみ）を通知し、通知を受けた担当者の要求によって、さらに詳細な通知を行うようにす
ることも可能である。例えば、検討対象製品の選択を行った段階でその結果を通知し、選
択された製品のいくつかについて担当者の要求を受けてから、効率化対策の選択や治具在
庫の評価を行い、再び通知を行うようにすることも可能である。
【０１０２】
次に、この試験情報管理装置であるパーソナルコンピュータ１０を用いた外注化検討対象
製品選択について説明する。ここでは、特性試験を行うテストハウスとして社内の１つの
テストハウスと、社外の複数のテストハウスとを確保している例で説明する。なお、この
試験情報管理装置であるパーソナルコンピュータ１０は、社内のテストハウスに設置され
ている。
【０１０３】
図８は、本実施形態のパーソナルコンピュータを用いた外注化検討対象製品選択の処理ル
ーチンを示すフローチャートである。
【０１０４】
この外注化検討対象製品選択の処理ルーチンも、図４に示す効率化検討対象製品選択の処
理ルーチンの準備段階の処理（ステップＳ１＿１からステップＳ１＿７）と同様な準備段
階の処理を行う（ステップＳ２＿１）。ただし、この外注化検討対象製品選択の処理ルー
チンが、単に、現在は社内で試験を行っている製品の中から、外注化すべきものを選択す
るためだけのルーチンであれば、このステップＳ２＿１における試験予定読み込みの処理
では、社内での試験の予定のみを試験予定記録部３６に読み込めばよいが、後から述べる
ように、外注先での治具使用状況を合わせて評価しようとする場合には、外注化検討の対
象となる外部のテストハウスでの試験予定も合わせて読み込む。
【０１０５】
そして、準備段階としての処理（ステップＳ２＿１）が完了すると、ステップＳ２＿２に
進む。ステップＳ２＿２では、図３に示す対象製品選択部４４が、ステップＳ２＿１で算
出した総試験時間を考慮して、外注化の検討の対象とする製品を選択する。この時の選択
基準は、効率化対策検討の対象とする製品の選択と同様である。すなわち、図５および図
６を用いて説明したように、テスト負荷（総試験時間）が長いものから順に所定数選択す
る。ただし、ここでは、外注化の準備のために必要な期間（例えば２週間）以降の試験予
定個数のみを考慮してテスト負荷を算出する。なお、確実性は低いにしても、将来の受注
計画等も参照して、より長期にわたる総試験時間を算出して対象とする製品の選択を行う
ことがさらに好ましい。ここで、既に外注化を行った製品は、通常は選択の対象にならな
い。従って、このステップＳ２＿２における選択では、社内のテストハウス（本発明にい
う第１のテストハウスに相当）で特性試験を行っている製品のみについて行う。すなわち
、社外のテストハウス（本発明にいう第２のテストハウスに相当）で特性試験が行われて
いる製品を除いた製品の中から選択する。なお、外注先の変更を検討するため、ある外部
テストハウスに既に外注している製品を対象に評価を行う場合もある。
【０１０６】
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続いて、図３に示すテストハウス選択部４５は、この選択された複数の製品（本発明にい
う第１製品に相当）に対して、外注化可能なテストハウス、すなわち、選択された製品を
試験することが可能なテスタを保有する一つもしくは複数の社外のテストハウス（本発明
にいう第２のテストハウスに相当）を選択する（ステップＳ２＿３）。例えば、テストハ
ウス選択部４５は、製品情報記録部３１に記録された使用可能なテストハウスおよびテス
タの記録を参照して、この選択された製品のテストハウスおよびテスタそれぞれを認識す
る。ここで、あらかじめ使用可能なテストハウスおよびテスタを製品情報記録部３１に記
録しておく代わりに、このステップＳ２＿３の実行の際に、テストハウス選択部４５が、
図３に示すテストハウス情報記録部３５に記録された各テストハウスの保有テスタの仕様
と、製品情報記録部３１に記録された製品仕様とを比較して、外注化可能なテストハウス
を選択することも可能である。
【０１０７】
また，試験予定管理装置９０がテスタ毎の試験予定を管理するものである場合は、その予
定を取得し、検討対象となる期間において余裕のあるテスタを有するテストハウスを、優
先して選択することが好ましい。逆に、仕様としては使用可能なテスタを有するテストハ
ウスであっても、対象期間においてそのテスタに余裕がない場合には、選択対象としない
ことも可能である。
【０１０８】
　次に、図３に示す対象製品選択部４４は、先のステップＳ２＿３におけるテストハウス
の選択において、外注化可能なテストハウスが選択されたか否かを判定し（ステップＳ２
＿４）、選択されている製品を再選択する。すなわち、外注化可能なテストハウスが存在
しないためにいずれのテストハウスも選択されていない製品を外注化検討の対象からはず
す。以降の処理では、外注化可能なテストハウスが存在する対象製品について、さらに評
価や選択が行われる。
【０１０９】
ステップＳ２＿５では、治具在庫評価部４２は、図３に示す治具対応記録部３４の記録を
参照して、選択された製品の特性試験に使用する治具を把握した上で、同じく図３に示す
治具在庫記録部３３の記録を参照して、選択された外注化可能なテストハウスのそれぞれ
について、治具の在庫を評価する。この在庫評価では、単純に、在庫数を求めるのみでも
よいし、必要数と在庫数とを比較して、不足の有無まで評価してもよい。ここで、治具不
足がない製品を、治具の追加購入を行うことなしに外注化が行える、すなわち、他の選択
された製品と比較してさらに外注化検討対策として適する製品として、再選択することも
可能である。
【０１１０】
もしくは、治具在庫評価部４２は、治具対応記録部３４の記録を参照して、選択された製
品の特性試験に使用する治具と同じ治具を使用して、選択したテストハウスで特性試験を
行う製品（共用製品）を抽出した上で、図３に示す試験予定取得部５０を介して試験予定
管理装置９０から入手した試験予定を参照して、選択したテストハウスでの、治具を共有
する製品の試験予定、すなわち、共用される治具の使用予定をさらに求めるようにしても
よい。さらに、治具在庫評価部４２は、先の準備段階の処理（ステップＳ２＿１）におい
て総試験時間算出部４３が算出した総試験時間を参照して、共用される治具の、選択した
テストハウスでの将来の単一もしくは複数の所定期間内の総使用時間を合わせて求めるよ
うにしてもよい。そして、この共用される治具の使用予定もしくは総使用時間を考慮した
上で、治具不足がない製品を再選択することも可能である。または、選択したテストハウ
スにおける共有される治具の在庫数および使用予定もしくは総使用時間を併せて通知し、
担当者に判断を求めることも可能である。
【０１１１】
続いて、図３に示す効率化対策選択部４１が、製品情報記録部３１の効率化履歴と、効率
化対策記録部３２に記録された効率化対策およびその適用基準を参照し、適用可能な効率
化対策の中で検討がなされていないものを選択する（ステップＳ２＿６）。このステップ
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Ｓ２＿６では、図７を用いて説明した効率化対策の選択処理ルーチンと同様の処理ルーチ
ンが実行される。なお、過去に行った検討によって、実施しないと判断された検討済みの
対策であっても、判断理由が効率化履歴に記録されている場合には、再び選択し、過去の
判断理由を併せて通知することが好ましい。もしくは、外注化を前提に再び検討が行われ
るように、検討済みのものも含めて、適用可能でかつ未実施の効率化対策を選択してもよ
い。
【０１１２】
次に、図３に示す通知部６０が、このようにして求めた、対象製品、外注化可能テストハ
ウス、治具在庫評価の結果、未検討もしくは未実施の効率化対策を、担当者に、適切な方
法で通知する（スッテプＳ２＿７）。なお、対象製品については、将来の単一もしくは複
数の所定期間内の総試験時間を合わせて通知することも可能である。
【０１１３】
通知を受けた担当者は、選択された製品のそれぞれ、もしくは一部について、外注化の検
討を行う（ステップＳ２＿８）。選択された製品のそれぞれに対して、外注化可能テスト
ハウスと、未検討もしくは未実施の効率化対策と、治具在庫についての情報が通知される
ことにより、担当者は、外注化のために必要な作業量と期間および費用を見積もることが
できる。従って、担当者が実際に外注化を実施する製品を適切に選択する作業を支援する
ことができる。もしくは、担当者による、特定製品の外注化のための計画立案作業を支援
することができる。
【０１１４】
こうして、検討を行い、その後再び、準備段階の処理（ステップＳ２＿１）に戻り、外注
化検討が経常的に繰り返し実施される。
【０１１５】
ところで、それぞれの社外テストハウスにおける試験量（単位期間内の総試験時間、もし
くは利用する試験装置の台数）は、概略一定であることが好ましい。しかし、それぞれの
製品の生産量は必ずしも一定ではない。従って、ある社外テストハウスに外注している製
品の生産量が減少し、試験量が減少することが予想される場合には、逆に、生産量の増大
が予想される製品を同一の社外テストハウスに外注し、合計のテスト量の変動を抑えるこ
とが好ましい。この目的のために外注化すべき製品の選択を支援するためにも、本発明の
情報管理システムが好適に利用できる。このような目的のためには、図８に示すステップ
Ｓ２＿３においてテストハウス選択部４５が外注化が可能なテストハウスの選択を行う代
わりに、１つ前のステップＳ２＿２において、検討の対象となるテストハウスに外注する
ことが可能な製品を選択し、選択された製品について、治具の在庫評価や効率化対策の選
択を行い、その結果を通知することが可能である。これにより、担当者による、外注化の
ために必要な期間や費用の見積もりや、作業計画の立案を支援することができる。
【０１１６】
また、例えば特定の地域の顧客に対する納期を短縮するために、その顧客向けの製品の特
性試験を、近接する地域に所在するテストハウスに外注することが必要になる場合もある
。この場合、外注化すべき製品および外注先のテストハウスは既に決まっているので、外
注化が可能なテストハウスの選択（ステップＳ２＿２）は省略し、治具の在庫評価（ステ
ップＳ２＿４）、および効率化対策の選択（ステップＳ２＿５）のみを行い、通知を行う
。これにより、担当者による、対象製品の外注化に必要な期間および費用を見積もりや、
外注化計画の作成を支援することができる。
【０１１７】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明の試験情報管理装置によれば、試験の効率化や試験能力の
増強の検討の際に必要な情報を、検討を行う者が利用しやすいように管理することで、そ
の者が行う検討を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の試験情報管理装置に関する一実施形態であるパーソナルコンピュータの
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【図２】そのパーソナルコンピュータのハードウェア構成図である。
【図３】そのパーソナルコンピュータの機能ブロック図である。
【図４】本実施形態のパーソナルコンピュータを用いた効率化検討対象製品選択の処理ル
ーチンを示すフローチャートである。
【図５】図４に示すステップＳ１＿８における対象製品選択部の動作を示すフローチャー
トである。
【図６】図５に示す製品選択処理ルーチンが実行された結果を示す表である。
【図７】図４に示すステップＳ１＿９における効率化対策の選択処理ルーチンを示すフロ
ーチャートである。
【図８】本実施形態のパーソナルコンピュータを用いた外注化検討対象製品選択の処理ル
ーチンを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　パーソナルコンピュータ
１１　　本体装置
１１１　　ハードディスク装置
１１２　　ＣＰＵ
１１３　　主メモリ
１１４　　通信用ボード
１２　　画像表示装置
１２ａ　　表示画面
１３　　キーボード
１４　　マウス
１５　　バス
２０　　通信回線
３１　　製品情報記録部
３２　　効率化対策記録部
３３　　治具在庫記録部
３４　　治具対応記録部
３５　　テストハウス情報記録部
３６　　試験予定記録部
４１　　効率化対策選択部
４２　　治具在庫評価部
４３　　総試験時間算出部
４４　　対象製品選択部
４５　　テストハウス選択部
４８　　試験時間推定部
５０　　試験予定取得部
６０　　通知部
７０　　情報登録部
９０　　試験予定管理装置
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